
 

請求書を再発行した場合の注意 

 

医療費の請求書は、紛失等の事情

があれば再発行することができます。 

ただし、再発行した場合は、二重

払いを防ぐため、元の請求書が見つ

かっても使用せずに破棄くださるよ

うお願いいたします。 
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